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資料１ 先進事例 

（１）複合施設として整備された総合支所等の先進事例 

 近年整備された総合支所庁舎の多くは、行政支所と関連する他の機能を複合させて整

備する傾向が顕著である。地域の中心部の空洞化が進んでいる状況を受けて、いくつか

の施設を複合させることで新しく地域の中心をつくり直して行こうという考え方が背

景にある。ここでは、近年、複合施設として整備された総合支所庁舎の中から、同程度

の規模の事例を集めた。（表-資 1）  

 

（表-資 1） 総合支所庁舎の事例 
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（１）事例分析 

➀山陽小野田市厚狭地区複合施設 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

 旧山陽総合事務所庁舎、倉庫、別館及び山陽消防署を解体し、山陽総合事務所、厚狭
図書館、厚狭公民館を複合して整備されている。駅が近く、好立地で地域の中心施設と
なっている。いくつかの施設が一緒になっているだけの印象で、複合しているメリット
をより生かせたのではないか。2室ある研修室は、それぞれ可動間仕切りで分割して利
用することが可能である。体育館棟には、調理室も一緒に計画されており、避難時の炊
き出しなど一体的な利用が考えられる。多くの人が利用している図書館は、土日も開館
しており、ラウンジも含めた利用ができる。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

山陽総合事務所：400㎡（執務スペース 120㎡） 

厚狭公民館  ：530㎡ 

厚狭図書館  ：580㎡（一般書架 180㎡） 

共有部分   ：600㎡ 

合計     ：2,114㎡ 

併設している 

施設 

体育館平場部分：600㎡ 

保健センター ：600㎡ 

蔵書数 69,000冊 

駐車場 118台（車いす用 3台） 

開館時間 

山陽総合事務所：月～金曜日 8:30～17:15 

厚狭公民館    ：火～金曜日 9:00～22:00 

厚狭図書館    ：火～金曜日 9:30～19:00 

             土・日曜日 9:30～17:00 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 1,456,730,000円（解体工事費、外構工事費含む） 

㎡単価 - 

所在地 ：山口県山陽小野田市 

     大字鴨庄 94番地 

完成年月：2015年 6月 

敷地面積：- 

建築面積：- 

延床面積：2,114㎡ 

構造  ：RC造 

階数  ：地上 2階 
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➁南三陸町歌津総合支所・公民館 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

総合支所、公民館を複合して整備されている。敷地内には別棟で図書館が併設してい
る。また隣接して、消防署出張所やデイサービス施設があり、周辺施設と一体的な整備
がされている。施設は、共有スペースである「マチドマ」に支所機能や会議研修室、調
理室等が面した計画となっている。「マチドマ」はサンルームに面しており、明るい印
象。会議研修室 1~3は可動間仕切りにより一体的な利用が可能。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

支所   ：200㎡（執務スペース 115㎡） 

公民館  ：575㎡ 

共有部分：525㎡ 

合計    ：1,300㎡ 

併設している 

施設 

図書館：140㎡ 

消防署出張所：500㎡ 

デイサービス：1,000㎡ 

蔵書数 - 

駐車場 94台（車いす用 1台） 

開館時間 

支所  ：月～金曜日 8:30～17:15 

公民館：月～日曜日 9:00～21:00 

図書館：火～日曜日 9:00～17:00 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 - 

㎡単価 - 

所在地 ：宮城県南三陸町 

     歌津字菅の浜 60番地 

完成年月：2017年 5月 

敷地面積：2,338㎡ 

建築面積：1,392㎡ 

延床面積：1,300㎡ 

構造  ：S造・RC造・木造 

階数  ：平屋 
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➂岡崎市額田支所周辺施設 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

総合支所、公民館、図書館が複合して整備されている。また社会福祉協議会やシルバー
人材センターも併設している。敷地に隣接して、商工会や消防署出張所が立地している。
L字状に片廊下型の施設計画で、中央に光庭を設けている。 
 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

支所           ：830㎡ 

公民館            ：370㎡ 

図書館            ：200㎡ 

社会福祉協議会   ：90㎡ 

シルバー人材センター：40㎡ 

共有部分          ：490㎡ 

合計              ：1,890㎡ 

蔵書数 15,000冊 

駐車場 100台（車いす用 1台） 

開館時間 

支所  ：月～金曜日 8:30～17:15 

公民館：火～日曜日 9:00～21:00 

図書館：火～日曜日 9:00～19:00 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 922,391,000円 

㎡単価 488,000円 

所在地 ：愛知県岡崎市樫山町 

     山ノ神 21-1 

完成年月：2017年 12月 

敷地面積：- 

建築面積：- 

延床面積：1,890㎡ 

構造  ：RC造・木造 

階数  ：地上 2階 

2階 

1階 



 
 
資料１ 先進事例                                              

- 5 - 

 

④越前市今立総合支所 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

総合支所、公民館、商工会の合築で、周辺には図書館や資料館、芸術館などが一体的
に整備されている。建物は平屋で、中廊下型の共有スペースに面して、多目的ホールや
支所、会議室が計画されている。共有スペースにあるカフェは、調理室に併設してあり、
一体的な利用ができる市民の交流の場となっている。また、ふれあい広場に面してデッ
キが張り出し、屋内と連続した利用が可能である。会議室は、可動間仕切りによって分
割でき、人数に合わせた利用ができる。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

支所    ：400㎡ 

公民館  ：880㎡ 

商工会  ：130㎡ 

共有部分：230㎡ 

合計    ：1,830㎡ 

併設している 

施設 

今立図書館＋資料館：1,380㎡ 

芸術館：2,500㎡ 

蔵書数 110,000冊（今立図書館） 

駐車場 105台（車いす用 8台） 

開館時間 

支所      ：月～金曜日 8:30～17:15 

公民館    ：月～日曜日 9:00～22:00 

今立図書館：火～日曜日 9:00～18:00 

金曜日 9:30～19:00 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 750,000,000円（基本計画時） 

㎡単価 500,000円（基本計画時） 

所在地 ：福井県越前市 

     粟田部町 9-1-9 

完成年月：2018年 8月 

敷地面積：11,500㎡ 

建築面積：2,150㎡ 

延床面積：1,830㎡ 

構造  ：RC造一部 S造 

階数  ：平屋 
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➄豊田市藤岡支所・交流館 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

建物は支所と交流館の合築で、敷地内にバスターミナルが併設して整備されている。
メインエントランスは支所側にあり、コミュニティホールに屋内バス待合スペースが併
設して計画されている。そのため、公共交通機関を利用した施設利用が容易に感じられ
る。また、支所待合スペースと図書コーナー部分が吹き抜けとなっており、各階を緩や
かに繋いでいる印象がある。この施設では、共有部と図書機能が一緒になっていること
も大きな特徴で、共有スペースの様々な場所に壁付けの本棚があり、多くの居場所をつ
くっている。所々に屋外に出られるスペースを設け、ボリュームを分散させながら、様々
な外部への抜けがある計画となっている。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

支所    ：480㎡ 

公民館  ：950㎡ 

図書館  ：110㎡ 

共有部分：1,330㎡ 

合計    ：2,870㎡ 

蔵書数 11,719冊 

駐車場 92台（車いす用 2台） 

開館時間 

支所  ：月～金曜日 8:30～17:15 

公民館：火～日曜日 9:00～21:00 

図書館：火～日曜日 9:00～20:00 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 1,414,441,000円 

㎡単価 493,000円 

所在地 ：愛知県豊田市藤岡 

     飯野町田中 245番地 

完成年月：2019年 3月 

敷地面積：8,570㎡ 

建築面積：2,120㎡ 

延床面積：2,870㎡ 

構造  ：木造・RC造一部 S造 

階数  ：地上 2階 
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⑥光市大和支所 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

光市役所大和支所、公民館、図書館を合築し整備されている。施設は全体的にコスト
を抑えた建物となっている。敷地は周辺の地形が大きく勾配がついているため、変則的
な土地利用となっており、建物の中央部を車道が貫通している。また駅方面からのアプ
ローチに対して、建物の正面性がなく、分かりにくい印象がある。敷地の段差を利用し
て、2階の図書館から直接広場に繋がっており、避難時などに広場が有効に利用できる。
別棟で消防団詰所・消防機庫が併設している。施設内図書館は 21,597冊、光図書館は
178,896冊の蔵書数となっており、嘱託職員 2名で運営している。 
エントランスホールに面して、支所、コミュニティ協議会事務室、ホールが計画されて
いる。和室はステージ利用者の控室としての利用も可能。2階はサロンスペースに面し
て、調理実習室や図書館が計画されており、例えば、本を読む子供を見ながら、調理実
習室で料理教室を行える等、安心して利用できる印象がある。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合している 

機能 

光市大和支所 ：65㎡ 

公民館     ：550㎡（ホール平場部分180㎡） 

大和図書館   ：180㎡（一般書架 140㎡） 

大和ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会：45㎡ 

共有部分     ：950㎡ 

合計         ：1,790㎡ 

併設している 

施設 
消防団詰所・車庫：120㎡ 

蔵書数 21,597冊 

駐車場 - 

開館時間 

光市大和支所：月～金曜日  8:30～17:15 

公民館     ：火～金曜日  9:00～22:00 

大和図書館  ：水・金曜日   9:00～19:00 

火・木・土・日曜祝日   9:00～17:15 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 600,000,000円 

㎡単価 335,000円 

所在地 ：山口県光市大字岩田 

     2483番地 1 

完成年月：2019年 3月 

敷地面積：- 

建築面積：- 

延床面積：1,790㎡ 

構造  ：S造 

階数  ：地上 2階 

2階 

1階 
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➆山口市佐山地域交流センター 

施設概要 

 

 

 

 

 

 

特徴 

出張所公民館という位置づけで整備されている。地域づくり協議会と地区社会福祉協
議会が併設して計画されている。行政窓口 2 名と嘱託職員 1 名、地域づくり担当 2 名
で運営しており、協働のまちづくりを実践している。施設は指定避難場所で、別棟で備
蓄倉庫、消防機庫を一体的に整備されており、地域防災の拠点となっている。また地域
づくり団体が自主防災組織をつくり、非常食等の備蓄を行っている。地域づくり協議会
阿賀タクシー会社と契約、運用されているコミュニティタクシーふれあい号は利用率が
3割程度である。施設検討の際、建設委員会を組織して、実施設計を固める段階で住民
の意向を聞き検討された経緯がある。施設内の情報回線は、NTT光回線、INS回線(Fax)、
ケーブルインターネット(議会放送)となっている。 
 施設は中廊下型で計画され、入口ロビーには、明治維新で活躍した河瀬真孝の資料を
中心とした展示コーナーが作られている。また図書コーナーには、小郡図書館の図書を
置いている。研修室が料理室に併設し一体的な利用が可能となっている。さらに、会議
室 1・2は可動間仕切りにより一体利用が可能で、小会議室と収納を兼用した計画とな
っている。 
建物は、地区史研究会による定期的なチラシの発行や食事等を中心とした「うぐいす
の会」による月 1回のふれあい会食、子供のおやつづくり、施設を中心とした「ふれあ
い祭り」の開催等の市民活動に利用されている。 
 

周辺施設と複合している機能構成 

複合している 

機能 

支所                  ：90㎡ 

公民館                ：550㎡ 

図書コーナー           ：70㎡ 

団体事務室（社会福祉協議会等）：80㎡ 

消防団詰所・車庫       ：60㎡（内詰所 20㎡） 

共有部分              ：190㎡ 

合計                  ：1,040㎡ 

蔵書数 - 

駐車場 - 

開館時間 
8:30～22:00 

（窓口業務の執務時間は平日 8:30～17:15） 

建
設
費
等 

総工費 - 

建設工事費 700,000,000（用地費、外構工事費含む） 

㎡単価 - 

所在地 ：山口県山口市佐山 

     2276番地 1 

完成年月：2019年 8月 

敷地面積：3226.28㎡ 

建築面積：- 

延床面積：1040㎡ 

構造  ：RC造 

階数  ：平屋 
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（２）先進事例分析 

 

 総合支所を中心に他の施設と複合した整備事例を集め分析した結果、大まかに以下の

ような傾向があることがわかった。 

 

１. 複合する機能としては、総合支所と公民館と図書館の組み合わせが多く、それぞれ

に「施設相互の繋がりをつくる工夫」が凝らされている 

 

 

２. 同一敷地や、隣接する敷地に、関連する公共施設や、民間施設を配置している事例

も多く見られ、「新しい中心をコンパクトにつくり直す」動きが多く見られる 

 

 

３. 共有空間に、交流スペースやカフェが設けられている例がみられ、「地域住民のふ

れあいの場」をつくるさまざまな工夫が実践されていることがわかる 

 

 

４. 社会福祉協議会や地域づくり協議会などとの合築の例も多く、福祉の総合窓口と、

役所支所とが「緊密な連携」を図ろうとする動きがあることがわかる 

 

 

５. 建物の中央にオープンな図書コーナー（開架書架）を配置し、本を中心に緩やかな

つながりをつくろうとする、「複合の新しいかたち」も見られる。 

 

 

６. 敷地内にバスや、コミュニティタクシーの乗り場などが設けられている例もあり、

交通弱者等に配慮した「地域公共交通への工夫」が見られる。 

 

 

７. 防災倉庫、消防機庫などが併設され、複合施設が、災害時に「地域の防災拠点とし

ての役割」を担うことに対する意識が高まっていることがわかる 

 

 

８. 光回線、INS 回線,ケーブルインターネットの設備など、「ICT 環境の整備」が進め

られている状況が感じられる。 
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資料２ 大田川洪水浸水想定区域図 

 

山口県により公開されている「大田川洪水浸水区域図（平成 31年 3月）」には、①計

画規模の降雨（厚東川流域の 2日の総雨量 335mm）によるものと、②想定最大規模の降

雨（厚東川流域の 2日の総雨量 518mm）によるものの 2種類がある。 

（１）計画規模の降雨による大田川洪水浸水区域図 

計画規模の降雨（100年に 1度程度の発生確率）により浸水が想定される区域および

浸水した場合に想定される水深を示す（図-資 1）。新複合施設の建設候補地は浸水想定

区域外であり、洪水浸水に対してほぼ安全であると考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図-資 1） 厚東川水系大田川洪水浸水区域図[計画規模] 

（「大田川洪水浸水想定区域図[計画規模](山口県、平成 31年 3月)」より抜粋） 
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（２）想定最大規模による大田川洪水浸水区域図 

想定最大規模の降雨（1,000年に 1度程度の発生確率）により浸水が想定される区域

および、浸水した場合に想定される水深を示す。（図-資 2）新複合施設の建設候補地は、

0.5m～3m未満の浸水区域に指定されている。 

想定最大規模の降雨による洪水が予測される際には、新総合支所は避難場所として適

さないため、大田小学校校舎の２階などの避難場所への誘導を行うものとする。また、

災害対策拠点機能として重要なサーバー室や備蓄倉庫などは、安全性に配慮して、中２

階へ設置することを想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（図-資 2）厚東川水系大田川洪水浸水区域図[想定最大規模] 

（「大田川洪水浸水想定区域図[計画規模](山口県、平成 31年 3月)」より抜粋） 
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（３）想定最大規模による浸水継続時間 

想定最大規模の降雨（1,000 年に 1 度程度の発生確率）による浸水が発生した際に、

想定される、浸水継続時間を示す。（図-資 3）想定最大規模による洪水浸水区域図（図

-資 2）と併せると、新複合施設の建設候補地は、0.5m～3m未満の浸水が最長 12時間

継続すると想定されている。 

 

 

 

 

 

（図-資 3）厚東川水系大田川洪水浸水区域図[浸水継続時間] 

（「大田川洪水浸水想定区域図[計画規模](山口県、令和元年年 6月)」より抜粋） 
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資料４ 住民説明会での意見等について 

 

美祢市新美東総合支所庁舎等整備基本計画（案）に関する住民説明会 

 

開催日時・会場・参加人数 

① 令和２年 10月 15日（木） 午後７時から 真長田定住センター   ７人 

② 令和２年 10月 19日（月） 午後７時から 綾木ふるさとセンター ６人 

③ 令和２年 10月 21日（水） 午後７時から 赤郷交流センター    ２人 

④ 令和２年 10月 23日（金） 午後７時から 美東保健福祉センター 13人 

 

 

① 真長田地区住民説明会（真長田定住センター） 

ご意見・ご質問 応  答 

デマンドバスを回すことを、この前も議

会で話が出ていたが、デマンドバスを回す

ことは、確実にできるのか。それとも今の

バス停から何か連絡方法を考えているか。 

大田中央バス停や新町のバス停から、そ

この二つを繋いで、新しく整備する庁舎と

の間の移動手段については、今後、庁舎が

整備できるまでには考えていきたい。 

現保健福祉センターの大ホールを総合窓

口課として使用されるが、コンクリートの

床のため、職員の体に負担がかかるのでは

ないか。負担がかからないような床を検討

されたい。併せて設計段階でパソコンの配

線を足下から取れるように検討されたい。 

今後の基本設計で、配線等も含め検討し

たい。 
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② 綾木地区住民説明会（綾木ふるさとセンター） 

ご意見・ご質問 応  答 

児童クラブの部屋を検討すると言われた

が、この空間構成の基本的な考え方の中の

どれかの部屋になるということか。 

この空間構成図の中にあるどこかの部屋

にするのか、あるいは違うところに増築を

するのか、今後検討していきたい。 

美東センターについて、将来的にどうさ

れるかは今後検討されると思うが、新しい

複合施設をつくるにあたって、美東センタ

ーと併用してしばらくは解体しないのか。

その場合の後の管理は、今と同じような管

理方法になるのか。 

美東センターの機能を新しい複合施設に

移すことから、美東センターは教育委員会

として役目を果たしたということで、基本

的には速やかに解体したい。ただし、教育

委員会以外の部署で何か活用があれば、そ

の限りではない。教育委員会のスタンスと

しては、新総合支所に公民館機能と図書館

機能をしっかり盛り込んで、美東センター

は、解体するという方針である。 

将来的な話だが、保健福祉センター機能

そのものが、今後どうなるのか。新総合支

所庁舎等をつくることによって、保健福祉

センターの機能そのものが、総合支所の中

に併設されるのか。 

現在、保健福祉センターの用途は、児童

クラブ、子育て広場、集団検診の会場のほ

か、各部屋は様々な団体が使用されている。

児童クラブについては検討中だが、子育て

広場については、現在も、計画の中に入れ

てある。検診の機能についても、新しい建

物の多目的ホールも含めて実施し、その他

様々な検診も新しい建物で行うことにな

る。 

現総合支所の土地は、民有地と聞いたが、

民有地から外した方が、先々いいのではな

いか。 

現美東総合支所の建屋部分は全てが市有

地である。ただし、駐車場で使っていると

ころは借地が含まれる。市有地部分と借地

の部分について、建物を解体した後、有効

活用を考えていかなければならない。 
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ご意見・ご質問 応  答 

検討課題の１番のポイントは、児童クラ

ブをどうするかということだったと思う。

先ほどの説明では、今検討中で、別の場所

に新たに建設する、あるいは、既存を利用

して、この新たな複合施設の中に複合化す

るということだが、具体的にいつまでに検

討をされるのか。 

運営していただいている支援員と協議を

し、複合化の方向がいいという話を聞いて

いるが、実際に新総合支所庁舎等のどこに

配置するか、利用者の保護者等の意見を参

考に児童クラブで取りまとめるようお願い

をしている。各地区の住民説明会終了後、

協議の場を持ち、基本設計の段階で場所等

特定できるように進めていく。 

新総合支所の建て替えが、本来はこれを

ベースに、まちづくりということだったと

思う。それで、児童クラブの件もあるが、

やはり、教育委員会の方で検討されている

小中一貫教育や、教育のまち美東や、子育

てに非常に優しいまちづくりという意見も

出ていた。そこについては、教育委員会と、

地域福祉課で、将来の構想も考えられると

思うが、その辺りは、どのような検討状況

になっているのか。 

小中一貫教育の今の進め方と美東総合支

所の整備を面的にどう考えるかは、リンク

はしていない。教育の美東という話が出た

が、概要版の１ページの半分から下に、美

東総合支所庁舎整備の目標というところ

に、あまり教育という言葉が入っていない。

つまり、ワークショップの中で、この地域

の方々の教育とこの複合施設の繋がりとい

うのが、あまり伝わってこない。ですから、

「みんなが頼りにできる暮らしの中心をつ

くる」というのは最終的な目標で、４つの

大きな柱があって、一つだけ子育て支援が

あるが、そこには授乳室やカフェや子育て

サロンなどの空間・場所が欲しいことは、

見えてくる。しかしながら、この地域に大

田小学校や美東中学校があるため、この新

しい複合施設を使わないではないとも考え

ている。 
 

今回のワークショップが一つの契機とな

って、将来のまちづくりを考えるときに、

子育てを非常にしやすいところというの

は、大いなるセールスポイントになるとい

う意見が出ている。 

ワークショップ等で、子育てしやすい場

所という話を聞いているため、今後基本設

計を進める中で、一つのポイントになって

くると思う。その辺りも十分に考慮しなが

ら、基本設計を進めていきたい。 
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ご意見・ご質問 応  答 

児童クラブについては、住民説明会が終

わり次第、関係者と打ち合わせをして、基

本設計に反映させるということだが、スケ

ジュール表だと、基本設計は１月末までと

なっている。少なくとも１月末までにどう

するかが、はっきりするという認識でよろ

しいか。 

基本設計を始める段階、遅くとも 11月初

旬にはその方針が決定しないと、基本設計

を進めることができないため、11月中には

結論を出したい。 

交通アクセスの問題だが、建設場所を決

めるときに、大田中央バス停付近という話

もあり、そこであれば、病院が近く、サイ

サイみとうで買い物もできるという話もあ

った。保健福祉センターでは、アクセスを

どうするのか。その辺りも考慮して、この

建て替えを考えてほしい。 

新庁舎等が完成するまでに、様々な方法

を検討し、交通手段の確保をしていくよう

に考えていきたい。 

どんなまちづくりをしていくか、いい契

機になった。そういう意味で、この場所（保

健福祉センター）というのは、小学校、中

学校、保育所も近くにある。将来のまちづ

くりのときに向けて、しっかり検討してい

ただきたい。この建物と直接リンクしろと

いうことを言っているわけではなく、今後

複合施設が出来上がり、次はどうするとな

ったときに、まちづくりを念頭に、次のス

テップをどんどん考えていくべきではない

か。 

今言われるようなまちづくりの意識をし

っかり持って、教育委員会でも小中一貫教

育の取り組みを進めさせていただきたい。 
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ご意見・ご質問 応  答 

近年、天候が大きく変化することがよく

あるが、保健福祉センターについては、土

砂災害や、水害はどうか。 

土砂災害については、玄関付近が土砂災

害警戒区域に該当する。水害については、

計画規模（100 年に一度程度の目安）であ

れば、浸水想定区域外になる。最大の規模

であれば、1,000 年に１度、２日で 518 ミ

リ程度の降雨を想定しているが、その場合

は 0.5 メートルから３メートル未満の浸水

区域となる。なお、浸水継続時間が 12時間

未満というところに該当する。 

図書館の面積が、150 ㎡程度とかなり広

いように見える。利用する方が、非常に少

ないと聞いている。これは、小・中学校の

子どもたちの数が減っていること、高齢化

が進んで図書館に近寄りにくいというよう

なことも聞いている。今の図書館は、何㎡

あるのか。 

開架図書等の図書のスペースと書庫を入

れて 110㎡程度である。 

美祢市には、市立の図書館があるが、関

連はどのようになっているのか。 

まだはっきりしたことは決まっていない

が、美祢図書館も建替えの計画を立ててい

る。 

その中でそれぞれの図書館機能の結び付

けを検討していきたい。 

高齢者が利用しやすい図書館を考えてほ

しい。以前は図書を積んだバスが回ってく

るようなことがあった。これを復活すると

いうわけではないが、何かいい方法はない

か。近寄って行きたいけど行けないという

人が段々増えている。この辺りをうまくや

っていかないといけない。寄り付きやすい、

自分は動けないけれど、何か近づいて来て

欲しいというようなものが、これから特に

必要になってくると思う。 

どこまで実現できるかわからないが、住

民説明会でそのような意見が出たというこ

とを、今後の基本設計で、図書館をどのよ

うな形にするか、どのような機能を持たせ

るかということも、議論の対象になる。仕

組みとして移動図書館が、どのように展開

できるか、未知数ではっきりしたことは言

えないが、意見として承っておきたい。 
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③ 赤郷地区住民説明会（赤郷交流センター） 

ご意見・ご質問 応  答 

高齢等のため車の運転ができなくなった

人が、総合支所へ用事があり、バスで行こ

うとした場合、バス停から歩いて行かなけ

ればならない。新しい総合支所になればも

っと遠くなるが、どのようにお考えか。 

公共交通から離れることは、いろいろ議

論になった。その中で、バス停から新庁舎

等をつなぐ新たなシステムを今から考えて

いく。まだ決定事項ではない例えだが、近

い将来、総合支所に電話をかけていただけ

れば、総合支所職員が迎えに行くというの

も考えられるし、10年先になると、グリー

ンスローモビリティという、簡単に言えば

ゴルフのカートのような乗り物を、往復さ

せることも考えられる。そのため、新庁舎

等が完成したと同時に、何らかの方法での

往復を考えていくということで、バス停か

ら離れることは、ご理解をいただいたとこ

ろである。 
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④大田地区住民説明会（美東保健福祉センター） 

ご意見・ご質問 応  答 

ＡＩなどの活用を見据えた通信環境等の

整備とあるが、具体的に説明をお願いした

い。 

ＡＩの導入には時間がかかると思われ

る。そのため、将来的にＡＩなどを活用し

た窓口業務の省力化、また住民自らが操作

する対話型の情報機器を設置した場合に、

必要となる通信環境や、将来のレイアウト

変更が柔軟に対応できるものにしておくと

いうことである。 

交通アクセスの計画とあるが、現時点の

美東総合支所に比べてバス停から離れるこ

とになる。公共交通についてどう考えてい

るのか教えてほしい。 

交通アクセスについては、バスルートの

延伸等は、乗車人数から考えられる費用対

効果等を考慮し、現実的でないと考える。

保健福祉センターに行くルートは、新しい

交通アクセス方法を検討していくことにな

る。一つの例だが、グリーンスローモビリ

ティーなど、新しい移動手段の採用も検討

していく必要があると考えている。 

環境計画で、最近の新しい施設は、太陽

光パネルが設置されることが多い。太陽光

発電についての検討をされたのか教えてほ

しい。 
 

太陽光発電については、基本設計段階で

検討していく。 

構造計画で、鉄筋コンクリート造、鉄骨

造、木造を比較検討されるということだが、

可能であれば、多くの不特定多数の人が集

える場所ということで、人や環境に優しい

地元産の木材を使う方向で検討してほし

い。 
 

構造については、強度や安全性の確保、

また建設コストの低減、建物用途に相応し

い建築空間の実現等の様々な要件から判断

し、基本設計で検討していく。 

スケジュールでは、解体工事が令和５年

５月以降ということだが、「総合支所等」

というのはどこを指しているのか。 

「総合支所等」という記載については、

総合支所の裏の別館や倉庫が３棟あり、こ

れらを含んでいる。 
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ご意見・ご質問  応  答  

美東センターの解体はもう少し先になる

ということか。 

美東センターは、教育委員会が所管して

おり、用途としては廃止するため、速やか

に、美東センターも解体したいと教育委員

会では考えている。ただし、何かしら使用

しなければならない事情が出てきた場合に

は、その限りではないが、美東センターを

長く使うことはないと考えている。 

本来この建物が持っている。保健福祉機

能はどのように考えているか。 

保健福祉センターの機能は、公民館機能

と兼ねる形になると考えている。また、検

診については、多目的ホールの横に検診車

をつけられるように考えており、集団検診、

またその他様々な検診があるが、それらの

検診に対応できるように考えている。 

保健福祉機能、保健福祉の看板が無くな

るのではないかと恐れを抱いている。保健

福祉センターの看板があって、ここに来た

ら保健師さんが居て、話を聞いてもらえる。

それがここの保健福祉センターが持ってい

る大事な機能。そういうときに、総合支所

に相談に行こうとは思わない。保健福祉セ

ンターとしての看板を外して欲しくない。

そういうことに対応できる保健師さんもこ

こに戻ってきて欲しい。 

検診等は、今の現総合支所から保健福祉

センターに保健師が来て対応しているが、

新庁舎等では保健師が常駐することにな

る。この新しい建物の名称は、今のところ

検討していない。保健福祉センターの名前

をそのまま残すこともまだ検討はしていな

いが、その辺りも含めて相談に来やすいネ

ーミングを今後考えて行くべきだろうと考

えている。 

美祢の本庁で 40億、秋芳と美東の総合支

所で７億円と７億円で 14 億円いう情報を

聞いたことがあるが、今の状況はいくらに

なるのか。 

本庁舎だが、財政計画上の数字、一応目

標値ということになるが、約 40億円となっ

ている。また、総合支所は二箇所あるが、

財政計画上では７億円と７億円である。現

在、本庁舎が、約 23億円まで縮減をかけて

いる。美東総合支所については、７億 9,000

万円程度である。秋芳総合支所が様々な付

随する工事も含め、今の段階で約 10 億

3,000万円程度の計画になっている。 
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ご意見・ご質問 応  答 

合併推進債を使うことになると、30％還

付金が出ると思うが、その辺りの額によっ

ては多目的ホール等の絡みを考えないと、

確かにいいものをつくるに越したことはな

いが、先々子ども達に負担を残すという懸

念をする。総枠が一体どのぐらいの計画な

のか伺いたい。 

合併推進債で起債を借りて戻ってくるお

金が約 36％ぐらいである。大まかに総合支

所機能の部分だけが、合併推進債という起

債を予定している。 

また、公民館機能と図書館機能の部分が、

過疎対策事業債という起債を予定してい

る。過疎対策事業債は、起債を返していく

段階で約７割が返ってくる。 

今度は新庁舎等が防災の拠点で、避難場

所にもなると思う。ここは、保健福祉セン

ターということで、全てバリアフリーで、

段差のない設計になっているが、風当たり

が強いことが気になる。新庁舎等を建てら

れるにあたり、台風による風と雨、これに

対して十分対処していただきたい。 

その辺りも含め、既存の建物については、

改修等をしていきたいと思う。 

防災計画の中で、避難所として使うこと

になっている。それに関してどれくらい避

難人員の収容能力があるかをお聞きした

い。 

新しい複合施設については、避難人員の

収容能力を面積等から算出して、概ね 700

名程度を考えている。 

避難所について、今美東地域には公民館

や、その他公共施設がある。その大きさを

勘案して、大丈夫なところはいくらあるの

か、これ以外にここはこういう目的で使う

から、この多目的ホールをつくる予定とい

う考え方が必要。 

それから１カ所で全部やる発想は、やめ

た方がいい。 

大田地区の避難場所は、現在は美東セン

ターと美東中学校、大田小学校の３箇所の

避難場所がある。大田公民館と美東図書館

が、総合支所と一緒になり、現保健福祉セ

ンター等に移ることから、美東センターは

いずれ解体となる。新しい複合施設が完成

したら、新しい複合施設と美東中学校と大

田小学校の３箇所が避難場所になる。この

３箇所で、大田地区の避難人員の収容がで

きるだろうと考えている。 

美東センターを解体したら、収容人数が少

なくなってくる。その場合はどう考えている

か。 

美東センターは、複合施設を建設する間は

解体しない。そのため、瞬間的に何百人も入

れなくなるという事態は、ないということは

理解していただきたい。 
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ご意見・ご質問 応  答 

総事業費が、美東が約８億円、秋芳が約 10

億円ですが、この差は何か。 

美東は、美東保健福祉センターを改修する

ので、そこの部分は単価が下がる。秋芳の場

合は、全部が新築で大まかに言うとそこの差

になる。ただし、美東の場合には既存を使う

ことで面積のロスがあるため、面積は増える

が、建築費は全体で見ると安くなる。 

それと、解体する建物の面積なども関係し

てきている。 

秋芳は、全部解体するのか。 秋芳の今の予定は、秋芳体育館を解体し

て、その場所に建設をする計画になってい

る。 

美東は総事業費が８億円だが、この８億円

という数字はどこから算出されたのか。金額

の根拠を教えてほしい。 

増築部分は、㎡当たり 48万円、現の保健福

祉センターを改修する部分は㎡当たり 22 万

円で、概算の事業費用を出している。 

この先、総事業費は増えたり減ったりする

こともあるのか。 

よく言われているのが、オリンピックの時

は資材が高くなると言われている。様々な要

因で総事業費が変動することはある。 

図書館部門とそこを管理する公民館図書館

事務が総合支所の隣にあるが、図書館の蔵書

等の管理、貸し出し、そういうことに関する

相談は、図書館の部屋と隣接している方が、

利用者としては随分便利になると思うがどう

か。 

これは便宜上、図書館の事務や総合支所と書

いてあるが、教育委員会の中で話しているの

は、今まで図書館に２人いたから２人が図書

館、10人が総合支所、合わせて 12人というわ

けではなく、一緒のフロアで仕事を行うため、

そこは複合的にするべきだと思っている。仕事

を洗い出して合理的に仕事ができる方法と、図

書館の利用者が確実に利用できる方法を併せ

て考えたい。 
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資料５ パブリックコメントの結果について 

 

案 件 名 美祢市新美東総合支所庁舎等整備基本計画（案） 

意見募集期間 令和２年 10月６日（火）から令和２年 11月４日（水） 

意見提出者数 2名（男性 0名、女性１名、不明 1名） 

意 見 提 出 数  3件 

提 出 方 法 郵送０件 持参２件 メール０件 ＦＡＸ０件 

地区別提出数 赤郷０件 大田０件 綾木１件 真長田０件 不明１件 

 

提出されたご意見ご質問に対しての考え方（回答） 

 

第２章 Ｐ．30 その他の公共施設と民間施設との複合化の可能性  

ご質問・ご意見 回  答 

①新たに建設される美東総合支所に児童クラブも入る予

定で検討されていると聞きました。この案には反対です。

本来、児童クラブは小学校の敷地内もしくは小学校の近

くに専用の施設を建てるべきです。新たに児童クラブの

施設をつくるのが難しければ、現状の保健福祉センター

に併設するか、保健福祉センター付近に別棟のプレハブ

を建てるべきだと思います。（児童クラブの施設は総合支

所庁舎の中から入るのではなく、外から入るようにする

のがポイントです。） 

これは、真長田児童クラブのことですが、施設内を走りま

わったり、大きな声で叫ぶ児童もいるそうです。真長田公

民館では児童クラブが公民館を使っているために、公民

館の施設利用者が大変迷惑しているようですが、代替え

施設がないため現状ではどうしようもできないようで

す。このようなことから、総合支所に児童クラブが入れば

総合支所の来客に迷惑がかかる可能性もあります。また、

図書館や他の施設も児童が騒ぐと迷惑になります。総合

支所は、土日祝日は休みだと思いますが、児童クラブは必

ず休みとは限りません。市民の大切な個人情報が保管さ

れている総合支所に休みの日に誰でも簡単に入れるのは

セキュリティの問題も検討が必要だと思います。 

これは余談ですが、真長田児童クラブも真長田公民館以

外の専用の施設を至急確保すべきだと思います。 

①美東児童クラブの複合化に

ついては、基本設計で検討し

ていきます。 

  真長田児童クラブに関する

ご意見については、担当課に

て検討、対応します。 
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第３章 Ｐ．45 複合施設の建築計画   

Ｐ．52 防災計画   

ご質問・ご意見 回  答 

②現在の保健福祉センターはそのまま使う。 

公民館機能は、避難所として充実させるために２階建てに

建築して下さい。 

平屋では避難所の役目が薄くなる。 

②③  今後の基本設計で、

災害対策拠点、避難場所と

しての機能を精査しながら

検討していきます。 

③２階建ての建築場所は、現在の保健福祉センターの南側

ではなく、北側の方へお願いします。日光、日当たりをよ

くするためです。 
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資料６ 美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議の検討経緯 

 

設置目的：本市の新総合支所庁舎等の整備に関する事項を審議及び検討するため、地方自

治法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の 4第 3項の規定により、美祢市新総

合支所庁舎等整備有識者会議を設置する。 

 

開催の経緯 

会議開催日 検討事項等 

第１回 

 

 

 

 

令和２年 

２月３日 

（１）会長・副会長の選任 

（２）美祢市新総合支所庁舎等整備基本構想について 

（３）基本計画等の進め方について 

ア 検討体制 

   イ 検討の進め方 

   ウ スケジュール 

   エ 基本計画の構成 

（４）ワークショップ等の開催について 

   ア グループヒアリングについて 

   イ ワークショップの開催について 

   ウ 第１回・第２回の状況 

（５）その他 

第２回 

 

 

 

令和２年 

３月 26日 

（１）前回（第 1回）における質問の回答 

   ・土砂災害ハザードマップ 

   ・周辺施設等のプロット図 

   ・避難所について 

   ・本庁と総合支所の役割分担について 

（２）基本計画検討資料について（第１章～第２章） 

（３）建設候補地の比較検討について 

（４）スケジュールの変更について 

（５）その他 

第３回 

 

令和２年 

９月１日 

（１）第４回紙上ワークショップについて 

（２）事業手法について 

（３）基本計画（案）について（第１章～第４章） 

（４）その他 

第４回 

令和２年 

９月 30日～ 

10月２日 

【書類協議】 

（１）基本計画（案）について 
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美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議 

 

委員の構成 

 

№ 氏 名 区 分 所属・役職 備 考 

１ 岡松 道雄 建 築 山口大学大学院 教授 会 長 

２ 前田 哲男 建 築 山口県立大学 教授 副会長 

３ 加藤 久雄 建 築 山口県建築士会 理事  

４ 鈴木 素之 防 災 山口大学大学院 教授  

５ 目山 直樹 
防 災 

まちづくり 
徳山工業高等専門学校 准教授  

６ 藏重 嘉伸 まちづくり 
株式会社ＹＭＦＧ  

ＺＯＮＥプランニング 

 

 

７ 遠藤 勇一 情 報 総務省地域情報化アドバイザー  
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美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議設置条例 

 

令和１年 12月 20日 

条例 27号 

 

（設置） 

第１条 本市の新総合支所庁舎等の整備に関する事項を審議及び検討するため、地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 138条の 4第 3項の規定により、美祢市新総合支所庁舎

等整備有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 有識者会議は、次に掲げる事項について審議及び検討を行うものとする。 

 (1) 新総合支所庁舎等整備の基本計画及び基本設計に関すること。 

(2) 新総合支所庁舎等の事業手法等に関すること。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、新総合支所庁舎等の整備を検討するために必要な事項

に関すること。 

（組織） 

第３条 有識者会議は、8人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

 (1) 公共建築に関して識見を有する者 

 (2) 防災に関して識見を有する者 

 (3) まちづくりに関して識見を有する者 

 (4) 前 3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、市長が委嘱又は任命した日から美祢市新総合支所庁舎等整備の基

本計画及び基本設計を策定した日までとする。ただし、任期中であっても、その本来の職

を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

 （役員） 

第５条 有識者会議に次の役員を置く。 

 (1) 会長 １人 

 (2) 副会長 １人 



 

 

 

 

資料６ 美祢市新総合支所庁舎等整備有識者会議の検討経緯                      

 

- 90 - 

 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、会長が指名する。 

 （役員の職務） 

第６条 会長は、有識者会議を代表し、会を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 有識者会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱又は任命後

最初の会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

（庶務） 

第８条 有識者会議の庶務は、美東総合支所総合窓口課及び秋芳総合支所総合窓口課にお

いて処理する。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、有識者会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料７ 美祢市総合支所庁舎等整備庁内検討委員会の検討経緯 

 

設置目的：本市の総合支所庁舎等の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、美祢市

総合支所庁舎等整備庁内検討委員会を設置する。  

 

開催の経緯 

会議開催日 検討事項等 

第１回～第 14回 美祢市新総合支所庁舎等整備基本構想 

第 15回 

 

 

令和２年 

６月 11日 

（１）これまでの経緯について 

（２）建設候補地及び事業規模・スケジュールの検討につ

いて 

ア 美東総合支所：建設候補地の検討 

イ 秋芳総合支所：事業規模・スケジュールの検討 

（３）その他 

第 16回 

 

令和２年 

９月 24日 

（１）美祢市新秋芳総合支所庁舎等整備基本計画（案）に

ついて（第１章～第４章） 

（２）今後の新秋芳総合支所庁舎等整備のスケジュールに

ついて 

（３）その他 

第 17回 

 

 

令和２年 

10月１日 

（１）美祢市新美東総合支所庁舎等整備基本計画（案）

について（第１章～第４章） 

（２）基本計画策定までのスケジュールについて 

（３）その他 

   ・第４回有識者会議（書類協議）の結果について

（秋芳） 

第 18回 

 

 

令和２年 

11月 10日 

（１）第４回有識者会議（書類協議）の結果について 

（美東） 

（２）住民説明会及びパブリックコメントの結果につい

て 

（３）基本計画（案）の修正について 

（４）今後のスケジュールについて 

（５）民間団体の行政財産使用料について 

（６）その他 
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美祢市総合支所庁舎等整備庁内検討委員会 

 

委員の構成 

 

№ 区  分 備  考 

１ 副市長 委員長 

２ 総務部長 副委員長 

３ 市民福祉部長  

４ 建設農林部長  

５ 教育委員会教育次長  

６ 総合政策部長  

７ 総務課庁舎整備推進室長  
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美祢市総合支所庁舎等整備庁内検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 本市の総合支所庁舎等の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、美祢市総合

支所庁舎等整備庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。 

(1) 総合支所庁舎等整備に係る各部局間の連絡及び調整に関すること。 

(2) 総合支所庁舎等整備に係る課題の整理、調査及び検討に関すること。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長をもって充てる。 

３ 副委員長は、総務部長をもって充てる。 

４ 委員は、市民福祉部長、建設農林部長、教育委員会事務局長及び委員長が指名する者を

もって充てる。 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定し

た順位によりその職務を代理する。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第５条 第 2条に規定する所掌事項について必要な資料の収集及び調査研究をさせるため、

必要に応じ委員会に作業部会を設置することができる。 

２ 作業部会の構成員は、職員の中から委員長が指名する者をもって充てる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、美東総合支所総合窓口課及び秋芳総合支所総合窓口課において
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処理する。 

（その他） 

第７条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に

諮って定める。 

附 則 

この訓令は、平成 30年 6月 1日から施行する。 

 附 則 

この訓令は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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（空白） 
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